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ＦＭ関連の国際標準規格、１Ｓ０41001 が 2018 年 4月に、また、日本の国家規格

としてＪＩＳＱ 41001が 2021年 8月に発行されました。 

あなたも、ＦＭの知識や能力を身につけ、ＦＭでイノベーションを起こし、組織 

を、そして日本を元気にしませんか。 
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１．認定ファシリティマネジャー(ＣＦＭＪ)資格制度の概要 

 

◆ 「認定ファシリティマネジャー資格試験」に合格された方が、『第四の経営基盤』であるファシリテ   

ィマネジメント(ＦＭ)の担い手として「認定ファシリティマネジャー(英文表記：Certified 

Facility Manager of Japan) 以下ＣＦＭＪという」資格の称号を取得するための「新規登録申請」

についてご案内します。 

  

◆「認定ファシリティマネジャー(ＣＦＭＪ)資格制度」 

(1)「認定ファシリティマネジャー(ＣＦＭＪ)資格制度」は、「ＦＭ資格制度協議会」の下記三団体

により、ファシリティマネジメントに関する知識及び技能の水準について審査・認定を行い、そ

の向上に寄与することを目的に、1997(平成 9)年に創設されました。 

① 公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会（以下、ＪＦＭＡという）、 

② 一般社団法人 ニューオフィス推進協会（以下、ＮＯＰＡという）、 

③ 公益社団法人 ロングライフビル推進協会（以下、ＢＥＬＣＡという） 

 

 ◆ＣＦＭＪ資格試験に合格された方の資格登録には(1)新規登録と(2)更新登録の２種類があります。 

(1)新規登録【新規登録申請可能な期間[合格年+５年間]は随時受け付けます。】 

 「ＦＭ資格制度協議会」では、「ＣＦＭＪ」資格試験合格後、「新規登録」を申請された方で、登録

の欠格事由※ に該当しない方を「ＣＦＭＪ」資格取得者として認定し、その証として、「ＦＭ資格

制度協議会」三会連名の「ＣＦＭＪ資格登録証(カード型)」を交付します。 
  

  ※新規登録案内書「３(1)新規登録の要件の登録の失格事由」参照 

 

(2)更新講習による更新登録 【新規登録後５年目の更新講習を受講します。】 

「ＣＦＭＪ」資格制度では、資格登録有効期間を５年と定めています。新規登録者で更新登録を

希望される方は、有効期間の最終年度(最長５年目)に、更新講習課程(４方式から選択)を受講し、

登録要件の審査を受けることによって、「「ＣＦＭＪ」資格の更新登録をすることができます。そ

の証として、更新登録者に「ＣＦＭＪ」資格登録証(カード型)」が交付されます。 

 
 

認定ファシリティマネジャー(CFMJ)資格試験・新規登録・更新登録の流れ 

 
 

＊3方式では 2028(令和 10)年より実施 
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２．認定ファシリティマネジャー(ＣＦＭＪ) 資格の新規登録の申請案内 

 
下記 JFMA のホームページより案内に従い行って下さい。 

※JFMA ホームページ「新規登録申請」： https://www.jfma.or.jp/qualification/page7.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jfma.or.jp/qualification/page7.php
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３．新規登録の要件(2025年(令和７年)４月改定) 

 

(１) 資格試験合格者で、全ての方が直ぐに「ＣＦＭＪ」資格の新規登録申請をすることができます。 
※ＦＭの実務経験資料の提出は必要ありません。 

 

ただし、次の登録の欠格事由のいずれかに該当する方は、「ＣＦＭＪ」資格の新規登録申請をする

ことができません。 

① 未成年者 
② 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなっ

た日から５年を経過していない者 
③ 破産者で復権を得ない者 
④ ファシリティマネジャーの業務に関し、不誠実な行為をしたことにより、登録を抹消さ

れ、その抹消日から５年を経過していない者 

⑤ 暴力団員等の反社会的勢力である者、又は反社会的勢力であった者で５年を経過しない者 

 

 

(２）新規登録申請に当たっては、本人による「誓約書」を提出が必要となります。 

    ※ インターネットによる申請画面の過程で、「誓約書」に関するページがあります。 

「誓約書」内容を十分ご確認の上、承認することで誓約書の提出とみなされます。 
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４．「ＣＦＭＪ」資格の登録申請可能な期間 （※下図左側参照）  
例) ２０２５年の試験合格者の場合 

≪新規登録申請の可能な期間［合格年＋５年間］合格証発行日～２０３１年 ３月３１日まで≫ 

(合格年度により、資格申請可能な期間の最終年度が変わります。) 

 

【「ＣＦＭＪ」資格の新規登録(下図左側)と更新登録(下図右側)の連続した流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「CFMJ 資格取得後の有効期間」は、新規登録された年度により短くなります。 

 

（１）新規登録申請は、試験に合格されてから５年間は、随時受け付けます。 

（２）新規登録申請が遅くなるほど、「ＣＦＭＪ」資格取得後の有効期間が短くなります。 

例) 2025 年の試験合格者の「ＣＦＭＪ」資格登録可能な期間は、新規登録した日に関係なく、

2031 年 3 月 31 日までです。(合格年度により、資格申請可能な期間の最終年度が変わり

ます。) 

（３）合格して５年目（新規登録申請可能な期間が残り１年未満）の場合は、新規登録であっても更新

講習課程
※
を修了する必要があります。資格取得後の有効期間は５年間延長されます。 

（４）合格後６年目を経過された場合でも資格試験に合格された記録は残ります。 

再受験することなく、更新講習課程
※
を修了することにより新規登録申請することができます。 

 
※ 「更新講習課程を伴う新規登録」については、ＪＦＭＡのホームページを参照してください。 

https://www.jfma.or.jp/qualification/page4-4.html  

（メニュー＞ 認定ファシリティマネジャー資格＞ 「更新講習を伴う新規登録」参照） 
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新規登録 (学歴と 
FM 実務経験年数) 更新登録 更新登録 

2025.11.21～                   ～2031.3.31                   ～2036.3.31 
合格年   １年  ２年   ３年  ４年    ５年目     １年  ２年   ３年   ４年   ５年目   １年 

「CFMJ」資格の新規登録申請可能な期間 

（合格年＋５年間) 

「CFMJ」資格 

有効期間（５年間) 

登録 

登録 

登録 

登録 

CFMJ 資格取得後の有効期間 

CFMJ  〃 

CFMJ 〃 

更
新
講
習(

４
方
式
）+

審
査 

CFMJ 資格登録 
有効期間（５年間) 
 

合格年に 

登録申請 

1 年目に 

登録申請 

３年目に 

登録申請 

５年目に 

登録申請 

合格して５年目（申請可能期間残り 1 年未

満）に、更新講習課程を修了 

⇒更新登録(資格有効期間 ５年間) 

 

更新 

登録 

 

更
新
講
習(

４
方
式
）+

審
査 

５年目（有効期限が残り１年未満） 

に、更新講習課程を修了 

⇒更新登録(資格有効期間 ５年間)(継続) 

更新 

登録 

 

CFMJ 

新規登録（合格年＋５年間）の案内 更新登録（５年毎）の案内 

 

https://www.jfma.or.jp/qualification/page4-4.html
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５．更新講習課程修了による更新登録 （※前頁右側参照） 

認定ファシリティマネジャー(ＣＦＭＪ)資格制度では、資格登録者は、資格有効期間の最終年

度(５年目)に、更新講習課程を修了し、登録要件の審査を受けることによって、「ＣＦＭＪ」資格の

更新登録をすることができます。 

例) 2025 年の試験合格者が、継続して「ＣＦＭＪ」資格更新登録を希望する場合は、 

2030 年度(合格後５年目）に行われる更新講習課程を修了し、登録要件の審査を受ける

ことによって、「ＣＦＭＪ」資格の更新登録をすることができます。 

※ 更新講習による更新登録については、ＪＦＭＡのホームページを参照してください。 
https://www.jfma.or.jp/qualification/page4.php  

（メニュー＞ 認定ファシリティマネジャー資格＞ 更新登録申請） 

 

６.  新規登録手数料 

   （１）新規登録手数料は１１,０００円です。（ＣＦＭＪ資格登録証（カード型）作成費、消費税込。払

込手数料はＪＦＭＡが負担します。) ＪＦＭＡホームページ「新規登録申請」の新規登録手数

料の支払い方法 [①クレジットカード払い ②銀行振込] より選んでください。 

（２）一旦支払った登録手数料は、当協議会の責任により登録を受けることができなかった

場合を除き返還いたしません。 
（３）新規登録手数料の領収書の入手方法は、入金確認後、メールにてお知らせします。 

 

７.  「ＣＦＭＪ」資格登録証の交付 

「ＦＭ資格制度協議会」では、「ＣＦＭＪ」資格試験合格者が、「新規登録申請」をして、登録の欠

格事由に該当しない方を「ＣＦＭＪ」資格者として認定し、その証として「ＦＭ資格制度協議会」

三団体連名の「ＣＦＭＪ」資格登録証(カード型)」を交付します。 

 

８．登録の抹消 

（１） 次のいずれかに該当するときは登録を抹消します。 

①禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった

日から５年を経過していない者 
②破産者で復権を得ない者 
③ファシリティマネジャーの業務に関し、不誠実な行為をしたことにより、登録を抹消され、

その抹消日から５年を経過していない者 

     ④暴力団員等の反社会的勢力である者、又は反社会的勢力であった者で５年を経過しない者 

⑤登録の有効期間が満了したとき（更新の登録を受けた場合は除く） 

⑥登録者が死亡し、または失踪宣言を受けた場合 

⑦虚偽または不正の事実に基づいて登録を受けたことが判明したとき 

（２）次のいずれかに該当することになったときは登録を抹消することがあります。 

登録者が登録簿の記載事項に変更を生じた場合において、正当な理由がなく 30日以内に届出を

行わなかったとき 

https://www.jfma.or.jp/qualification/page4.php
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９．個人情報の取り扱いについて 

「ＣＦＭＪ」資格試験の新規登録申請書で知り得た個人情報は当協会の個人情報保護方針にもとづき、

適正かつ安全に管理します。なお、詳細については、ＪＦＭＡのホームページ最下段の「個人情報につ

いて」をご覧ください。 

・個人情報について https://www.jfma.or.jp/regulation/personal.html  

 

 

１０．登録内容変更時の届出 
新規登録後、住所連絡先・連絡用メール等の登録内容を変更された方は、必ずＪＦＭＡ事務局にご

連絡ください。 

・メニュー>認定ファシリティマネジャー資格>登録内容変更時の届出>登録内容変更届 

 https://www.jfma.or.jp/qualification/page8.html  
 

 

１１．その他 
「ＣＦＭＪ」 資格制度の試験および登録の実施にあたり、変更事項が生じた場合には、ＪＦＭＡのホ

ームページ内に掲載いたしますので、そちらをご確認ください。 

・ＪＦＭＡホームページ/トップページ https://www.jfma.or.jp/  
 

 

 

 

 

 

 

 

１２．「ＣＦＭＪ」資格新規登録事務局 

資格登録内容変更手続き、各種手続きについてのお問合せなど、資格に関するお問い合わせに

ついては、以下までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

  

公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会（ＪＦＭＡ） 

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 2-13-6 浜町ビル 6階 

TEL：03-6912-1177    FAX：03-6912-1178   E-mail ：touroku@jfma.or.jp 

ホームページ ： https://www.jfma.or.jp/  

(メニュー＞ 認定ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞｬｰ資格＞「新規登録申請」「更新講習を伴う新規登録」「更新登録申請」） 

【業務時間 ： 月曜日～金曜日 ９時３０分～１７時００分】（祝日・夏期・年末年始休暇を除く） 

https://www.jfma.or.jp/regulation/personal.html
https://www.jfma.or.jp/qualification/page8.html
https://www.jfma.or.jp/
mailto:touroku@jfma.or.jp
https://www.jfma.or.jp/
https://www.jfma.or.jp/
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１３．新規登録(最長５年)後の資格更新登録に備えて 

 
ＣＦＭＪ資格制度では、ＣＦＭＪ資格の有効期間を５年と定め、

５年ごとの更新講習課程による更新登録を実施しています。今回

新規登録され、継続して更新登録を希望される方には、「更新講習

課程（３方式から１つ選択）」をご案内します。 

 

＊継続して資格更新登録を希望される場合は「CFMJ資格登録証の有効期限の前年」となります。 

 

※詳細は JFMAホームページをご確認ください（認定ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞｬｰ(CFMJ)資格＞「更新登録申請」） 

https://www.jfma.or.jp/qualification/page4.php  

 

◆更新講習課程３方式 

※３方式内容については現在の制度に準拠しています。(2028年よりＢ方式の廃止が決定しました) 

今後も「各方式内容」、「更新講習に伴う手数料」等は変更する場合があります。（更新対象年の 6月

にハガキおよびメールにてご連絡いたしますので、ホームページにて最新情報をご確認ください。）                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（2025年 11 月現在） 

【 参考資料 】 

※【ご注意ください】  ・2027 年 10 月 1 日～ ： Ｂ方式ポイント付与が廃止となります。 

                   ・2028 年度より、B 方式による更新講習課程が完全に廃止となります。 
  

２０２８年以降の更新講習課程対象者の皆様につきましては、A 方式、C 方式、D 方式の 3 方式のいずれ

かで受講していただきます。     

https://www.jfma.or.jp/qualification/page4.php
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１４．ＪＦＭＡ提供のＦＭ関連情報の利活用について 

 

 ＪＦＭＡでは、一覧に示すように、様々なＦＭ関連情報を提供する場を設けております。ＣＦＭＪ資格

者の業務に役立つ情報ツールとしてご活用ください。また、５年後の資格登録更新に向けて、ＦＭのスキ

ルアップにつなげてください。詳細については、ＪＦＭＡホームページの関連ページをご参照ください。 

 

 

 

 JFMA の活動 関連ページ URL 

1 
JFMA会員への入会 
 

ＣＦＭＪ資格者に様々な特典がある 『個人準会員』 
への入会をぜひご検討ください。 
更新講習Ａ方式のご利用、ＪＦＭＡ機関誌「ジャフ

マジャーナル」の配布、調査研究部会活動や海外Ｆ

Ｍ視察団への参加可能、様々な図書・報告書・セミ

ナーが会員割引価格でご利用可能です。 

https://www.jfma.or.jp/membership/index.html 

2 
JFMA主催 FM スキルアップセミナー 
 

ＪＦＭＡ主催セミナーに参加して、スキルアップし
ていきましょう。様々なＦＭレベルやテーマのセミ
ナーを随時開催しています。多くのセミナーでは、
更新講習Ｂ方式のポイントが付与されます。 

https://www.jfma.or.jp/seminar/index.html 

3 
JFMA調査研究部会活動 
 

１８の調査研究部会がそれぞれのテーマで活発な
活動を行っています。活動報告について、毎年９月
より開催の「ＦＭ初心者向け秋の１８講座」や、フ
ァシリティマネジメントフォーラムでの研究報告、
そして２年に一度発刊の機関誌  別冊「 JFMA 
JOURNAL R」シリーズ」にて公開しております。 

https://www.jfma.or.jp/research/page2.html 

4 
ファシリティマネジメントフォーラム 
 

加速するさまざまな変化の中で、ＦＭのチカラをど
う役立てていくのか、どう好循環を生み出していく
のか、旬なテーマを掲げてＦＭ情報交流を図る、毎
年 2 月開催のＦＭ最大のイベントです。必見！！ 

https://www.jfma.or.jp/FORUM/index.html 

5 
日本ファシリティマネジメント大賞(JFMA賞) 
 

ＪＦＭＡ賞は、ファシリティマネジメントに関する
優れた業績等を表彰することにより、日本国内にお
けるＦＭの普及・発展に資することを目的としてい
ます。これまでの受賞者の素晴らしい取り組みは、
ＪＦＭＡホームページよりご覧いただけます。 

https://www.jfma.or.jp/award/index.html 
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